
 
［原因と対策の報告の公表文（様式２）］

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告につ
いて（平成１４年２月分他）

 
14． 4．10
環境政策課

(内線2443)
 
１ 四国電⼒㈱から、伊⽅発電所で平成１４年２⽉に発⽣した設備異常３件及び平成１３

年１２⽉２６⽇に発⽣した復⽔流量計測⽤配管元弁からの漏えいについて、原因と対策
の報告がありましたので、お知らせします。

なお、２⽉に発⽣した⾼圧タービンエンドウォール加熱蒸気圧⼒の低下、主給⽔制御
弁の制御装置の故障、脱気器⽔⾯計配管からの漏えいについては、原因調査中等のた
め、原因と対策の報告があった段階で公表します。

 
［報告書の概要］

県の
公表
区分

異常事項
 

発 ⽣

年⽉⽇
推定原因等

 
対     策

 
Ｃ

 

復⽔流量計測⽤
配管元弁からの
漏えい
（１号機）

 

13.12.26

 

当該部が海岸近くの屋外
に設置されていること、
破⾯観察結果、運転中に
塩化物応⼒腐⾷割れ発⽣
温度である50℃を超える
こと等から、海塩粒⼦の
混⼊による塩化物応⼒腐
⾷割れと推定される。
 

○当該部及び前後の弁・配管の取替
え、外表⾯の塗装を実施し復旧す
る。
○屋外のステンレス製弁・配管のう
ち、50℃を超えるもの全てについ
て、今定期検査中に点検を⾏うとと
もに、純⽔拭きのうえ塗装を実施す
る。
○１号機脱気器周りに今年度中を⽬
途に囲いを設置する。

Ｃ

 

給⽔ポンプのミ
ニマムフロー弁
駆動⽤空気配管
からの空気漏え
い
（２号機）
 

14. 2. 4

 

ミニマムフロー弁駆動部
の振動が当該空気配管に
伝播し、残留応⼒の⼤き
い配管継ぎ⼿の拡管部を
起点に疲労破壊したもの
と推定される。

○当該空気配管を新品に取替え、復
旧済。
○次回定期検査において、配管取付
位置を振動の影響の少ない場所へ変
更するとともに、空気作動弁の配管
継ぎ⼿を拡管部の無い型式に取替え
る。

Ｃ 低圧給⽔加熱器
伝熱管の損傷
（１号機）

 

14. 2.14 製造⼯程での伝熱管挿⼊
作業において、伝熱管外
⾯に打痕（へこみ）が⽣
じ、そこを起点に応⼒腐
⾷割れが発⽣したものと
推定される。

○漏えいのあった伝熱管１本の施栓
を実施済。
○伝熱管全数の渦流探傷検査の結
果、施栓基準を超えた伝熱管９本に
ついて予防施栓を実施。



     
Ｃ

 

エタノールアミ
ン排⽔処理装置
の⾃動停⽌
(1,2,3号機共
⽤)

 

14. 2.22

 

電解槽の電極板めっき層
の厚さが運転に伴い減少
したため、電圧が徐々に
上昇し、⾃動停⽌電圧に
達したものと推定され
る。

 

○電圧⾼信号が発信したＡ系電解槽
の全ての電極板を取替え、復旧済。
○電極板の取替について、従来の累
積運転時間による管理に加え、電圧
値による管理を⾏うこととし、巡視
点検チェックシートに追加する。

 
２ 県としては、伊⽅発電所に職員を派遣し、当該部の復旧状況の確認など、四国電⼒の

対策が確実に実施されていることを確認しています。
 

 
 

                          原運発 第２９３３号
                            平成14年４⽉９⽇

 
 
   愛 媛 県 知 事
    加 ⼾ 守 ⾏ 殿
 
 
 

                             四国電⼒株式会社
                            取締役社⻑ ⼤ ⻄  

淳
 
 
 

伊⽅発電所第２号機主給⽔ポンプ2Aミニマムフロー弁駆動⽤空気
配管からの漏えい他３件にかかる報告書の提出について   

 
 
  平成14年２⽉４⽇に発⽣しました伊⽅発電所第２号機主給⽔ポンプ2Aミニマム
フ ロー弁駆動⽤空気配管からの漏えい他２件及び昨年12⽉26⽇に発⽣しました伊
⽅発 電所第１号機復⽔流量計測⽤配管元弁溶接部近傍からの漏えいにつきまし
て、その 後の調査結果がまとまりましたので、安全協定第10条第４項及び第11条
第２項に基 づき別添のとおり報告いたします。
 



  今後とも伊⽅発電所の安全・安定運転に取り組んでまいりますので、ご指導賜
り ますようお願い申しあげます。
 
  なお、伊⽅発電所第２号機⾼圧タービンエンドウォール加熱蒸気圧⼒制御弁の

不具合(平成14年２⽉11⽇発⽣)及び伊⽅発電所第３号機原⼦炉制御系計器ラック
の不具合(平成14年２⽉13⽇発⽣)につきましては、現在、原因調査等を⾏ってお
り、また、伊⽅発電所第２号機脱気器⽔⾯計配管からの漏えい(平成14年２⽉14
⽇発⽣)につきましては、２号機第16回定期検査において原因調査等を⾏うことと
しており、結果がまとまりましたら報告いたします。

 
以 上

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊⽅発電所第１号機
 

第２低圧給⽔加熱器Ｂ号機伝熱管の不具合について
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

平成１４年４⽉
四国電⼒株式会社

 

１．件 名
   伊⽅発電所第１号機 第２低圧給⽔加熱器Ｂ号機伝熱管の不具合について
 
２．事象発⽣の⽇時
   平成１４年 ２⽉１４⽇（発⾒）  
 
３．事象発⽣の電気⼯作物
   蒸気タービン設備 第２低圧給⽔加熱器
 
４．事象発⽣時の運転状況
   １号機第２０回定期検査中
   （平成１４年２⽉８⽇開始）         
 
５．事象発⽣の概要

 伊⽅発電所第１号機は、平成１４年２⽉８⽇より第２０回定期検査を実施中
であり、２⽉８⽇プラント停⽌時に復⽔系統の⽔圧による漏れ確認を実施した
ところ、第２低圧給⽔加熱器Ｂ号機の胴側のブロー量が他の低圧給⽔加熱器
（第１低圧給⽔加熱器Ａ,Ｂ号機、第２低圧給⽔加熱器Ａ号機、第３低圧給⽔加
熱器Ａ,Ｂ号機）に⽐べて若⼲多かったことから、伝熱管漏えいの疑いがあるこ
とが認められた。
 そこで、２⽉１３⽇、１４⽇、第２低圧給⽔加熱器Ｂ号機伝熱管全数の真空
リークテストを実施したところ、伝熱管１本に漏えいが認められたため、真空
発泡テスト、渦流探傷検査（ＥＣＴ）等の詳細点検による調査を⾏うこととし
た。
 当該設備には放射能は含まれないため、本事象による周辺環境への放射能の
影響はなかった。         

（添付資料－１､２､３､４､５､６）
 
６．事象の時系列
   平成１４年２⽉８⽇

https://www.ensc.jp/pc/user/HOUDOU/h14/t140410/tenpu3/t1-6.PDF


      ０時２０分     伊⽅１号機解列
     １８時００分頃    復⽔系統の⽔圧による漏えい確認開始
     ２１時００分頃    第２低圧給⽔加熱器Ｂ号機の胴側のブロー量
                が若⼲多いことを確認
   平成１４年２⽉９⽇    系統隔離、⽔抜き
   平成１４年２⽉10⽇〜12⽇ マンホール開放、内部清掃等
   平成１４年２⽉13⽇〜14⽇ 伝熱管全数の真空リークテスト（１本に漏えい
を確認）
   平成１４年２⽉15⽇    真空発泡テスト
   平成１４年２⽉16⽇〜   渦流探傷検査（ＥＣＴ）、胴側⽔張りテスト、
内⾯調査等
  
 
７．第２低圧給⽔加熱器Ｂ号機伝熱管の調査結果

 真空リークテストで漏えいが認められた伝熱管１本（２９列４番）につい
て、以下の調査を実施した。
 

 （１）伝熱管渦流探傷検査（ＥＣＴ）
 直管部及びＵ字管部のＥＣＴを実施した。
 ２９列４番の伝熱管のＵ字管部の下部（⼊⼝側）に、約０.９Ｖの外⾯の
へこみ信号指⽰が検出された。

    
 （２）胴側⽔張りテストによる漏えい位置の調査

 胴側に⽔を張り、ＣＣＤカメラを伝熱管に挿⼊し、漏えい位置を調査し
た。
 ２９列４番の伝熱管は、伝熱管のＵ字管部の下部（⼊⼝側）の約４５度
の⽅向から⽔が出ていることを確認した。   

（添付資料－７）
 
 （３）伝熱管内⾯の調査

 ＣＣＤカメラにより漏えい箇所の状況を調査した。
 ２９列４番の伝熱管は、胴側の⽔張り時に⽔が出た位置の背側に約
０.５ｍｍ×約０.２ｍｍの傷が認められた。
 この傷は、前回定検で確認された漏えい管の傷(約４ｍｍ×約１ｍｍ)と
⽐較して、更に⼩さい極めて微少なものであった。

（添付資料－７）
 
 （４）過去のＥＣＴ結果の調査

 前回（第１９回）定検にて、今回と同様な伝熱管の漏えいが認められた
ことから、直管部及びＵ字管部のＥＣＴを実施しており、その結果につい
て調査を実施した。
 ２９列４番の伝熱管は、Ｕ字管部の下部（⼊⼝側）に約０.８Ｖの外⾯の
へこみ信号指⽰が検出されていたが、前回定検で⾒直した施栓基準＊の１

https://www.ensc.jp/pc/user/HOUDOU/h14/t140410/tenpu3/t7.PDF
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Ｖ未満であったため、施栓は実施していなかった。
 
＊ 施栓基準については、Ｕ字管部のＥＣＴ検査を開始した当時（昭和５９

年）、へこみ信号指⽰に係る検出限界が約０.５ｍｍ（信号指⽰３Ｖ）で
あったことから、これを施栓基準として採⽤し適⽤してきたが、前回定
検で信号指⽰３Ｖ未満であったものにも漏えい管が確認された。
 当該漏えいは、発電所の運転には全く影響を与えないものであった
が、検出精度の向上等を勘案して、施栓基準をへこみ深さ約０.３ｍｍ
（信号指⽰１Ｖ）に⾒直した。
 なお、清浄な伝熱管であれば０.４〜０.５Ｖ程度の指⽰まで検出可能
であるが、給⽔加熱器伝熱管内⾯には微少なスケール付着が⾒られ、そ
の影響等によりノイズが発⽣することから、安定して検出可能である約
１Ｖの信号指⽰を施栓基準としている。
 前回定期検査で、へこみ信号が１Ｖ以上で施栓した伝熱管は１５本、
施栓基準以下の０.８Ｖ、０.９Ｖのものが１０本あったが、いずれも２
０年以上の運転においても漏えいに⾄っておらず、今回の１本がわずか
に漏えいしたものである。
 従って、１Ｖ未満のへこみ信号で漏えいが発⽣する可能性は低い。
 

 （５）その他の伝熱管等
 第２低圧給⽔加熱器Ｂ号機の胴側⽔張りテスト及び真空発泡テストを実
施した結果、伝熱管・管板及び伝熱管拡管部からの漏えいは、上記の１本
（２９列４番）以外には認められなかった。
 
 以上のことから、２９列４番の伝熱管については、Ｕ字管部の貫通⽳か
ら漏えいしたものと推定される。

  
８．推定原因

 過去の事例から、給⽔加熱器製造⼯程における伝熱管挿⼊作業において、Ｕ
字管外⾯に打痕（へこみ）が⽣じ、そのへこみ部を起点に応⼒腐⾷割れが発⽣
し貫通⽳に⾄ったと推定される。

 
９．対 策
 （１）漏えいの認められた伝熱管１本（２９列４番）について施栓を実施した。
 

（２）今回、伝熱管全数について実施したＵ字管部のＥＣＴの結果、施栓基準の
１Ｖ以上のへこみ信号が検出された伝熱管９本についても予防保全のため施
栓を実施した。
 なお、第２低圧給⽔加熱器Ｂ号機の施栓本数は５１本となり、許容施栓本
数（約２００本）に対して⼗分⼩さいが、今後、伝熱管取替の必要が⽣じた
場合には伝熱管材質の改善等を検討する。

 
 

                                 以 上



 
 
 

 
 
 
 
 
 

添 付 資 料
 
 
 
   添付資料－１  系統概略図
 
   添付資料－２  第２低圧給⽔加熱器構造図
 
   添付資料－３  復⽔系統⽔圧による漏えい確認要領図
 
   添付資料－４  真空リークテスト要領図
 
   添付資料－５  真空リークテスト結果
 
   添付資料－６  第２低圧給⽔加熱器Ｂ真空低下管位置図
 
   添付資料－７  漏えい箇所の位置及び状況図     
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